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平成16年 8月13日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1597号

告
　
示

◯
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
承
認
（
六
五
九
・
農
林
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
六
六
〇
〜
六
六
二
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
六
六
三
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
の
変
更
及
び
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
六
六
四
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
４

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
〇
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
一
〇
七
）
…
…
…
…
５

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
一
〇
八
）
…
…
…
…
…
５

◯
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
一
〇
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
一
一
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
一
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
一
一
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
異
動
の
届
出
（
一
一
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
の
届
出
（
一
一
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

秋
田
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者

大
潟
村
農
業
協
同
組
合

二
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

大
潟
村
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
の
区
域

三
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業

四
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
を
承
認
し
た
日
　
平
成
十
六
年
八
月
二
日

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
一
八
・
〇
〇

九
・
七
五
〜
四
一
・
五
〇

九
・
七
五
〜
四
一
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
二
九
〇

〇
・
九
三
五

〇
・
九
三
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
牛
台
一
八
八
番
一
地
先
か
ら
字
小
蟹
沢
三
六
番

三
地
先
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
牛
台
一
八
八
番
二
七
地
先
か
ら
字
小
蟹
沢
三
六

番
三
地
先
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
牛
台
一
八
八
番
二
七
地
先
か
ら
字
子
蟹
沢
三
六
番
三

地
先
ま
で

ＡＢ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一

般

国

道

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧新

六
・
〇
〇
〜
一
八
・
〇
〇

九
・
七
五
〜
四
一
・
五
〇

九
・
七
五
〜
四
一
・
五
〇

一
・
二
九
〇

〇
・
九
三
五

〇
・
九
三
五

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
牛
台
一
八
八
番
一
地
先
か
ら
字
小
蟹
沢
三
六
番

三
地
先
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
牛
台
一
八
八
番
二
七
地
先
か
ら
字
小
蟹
沢
三
六

番
三
地
先
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
牛
台
一
八
八
番
二
七
地
先
か
ら
字
子
蟹
沢
三
六
番
三

地
先
ま
で

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
六
三
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
六
三
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
七
四
三

一
・
六
三
三

一
・
六
三
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
大
深
一
番
三
か
ら
字
牛
台
一
八
七
番
二
六
地
先

ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
大
深
一
〇
五
番
か
ら
字
牛
台
一
八
七
番
二
六
地

先
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
大
深
一
〇
五
番
か
ら
字
牛
台
一
八
七
番
二
六
地
先
ま

で ＡＢ

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
二
三
・
六
〇

一
四
・
一
〇
〜
八
五
・
〇
〇

一
四
・
一
〇
〜
八
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
五
六
〇

〇
・
三
四
〇

〇
・
三
四
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
鹿
ノ
作
九
番
七
一
か
ら
字
大
深
一
番
三
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
鹿
ノ
作
九
番
一
か
ら
字
大
深
一
〇
五
番
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
鹿
ノ
作
九
番
一
か
ら
字
大
深
一
〇
五
番
ま
で

ＡＢ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
八
月
十
六
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
法
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

横
手
都
市
計
画
公
園
（
五
・
六
・
一
号
横
手
公
園
）
の
変
更

二
　
都
市
計
画
を
変
更
し
た
土
地
の
区
域

変
更
し
た
部
分
　
横
手
市
睦
成
字
水
上
沢

削
除
し
た
部
分
　
横
手
市
睦
成
字
大
谷
地

三
　
都
市
計
画
の
変
更
年
月
日
　
平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
秋
田
マ
イ
ケ
ア
プ
ラ
ン
研
究
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

島
　
　
　
　
　
仁

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
東
通
三
丁
目
九
番
三
十
一
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
加
齢
・
障
害
・
疾
病
に
伴
っ
て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た

方
、
ま
た
困
難
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
方
が
、
必
要
な
医
療
・
保
健
・
福
祉
・
そ
の
他
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
権
利
と
し
て
自
ら
の
意
志
で
主
体
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
「
自
立
支
援
」
の
理

念
に
基
づ
き
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
人
が
持
つ
人
生
観
・
価
値
観
が
尊
重
さ

れ
る
生
活
が
可
能
な
限
り
居
宅
で
継
続
で
き
る
よ
う
、
行
政
、
他
の
関
係
機
関
等
と
連
携
し
な
が

公
　
　
　
　
　
　
告

３

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
二
三
・
六
〇

一
四
・
一
〇
〜
八
五
・
〇
〇

一
四
・
一
〇
〜
八
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
五
六
〇

〇
・
三
四
〇

〇
・
三
四
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
鹿
ノ
作
九
番
七
一
か
ら
字
大
深
一
番
三
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
鹿
ノ
作
九
番
一
か
ら
字
大
深
一
〇
五
番
ま
で

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
鹿
ノ
作
九
番
一
か
ら
字
大
深
一
〇
五
番
ま
で

ＡＢ

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
曲
市
四
ツ
屋
字
百
瀬
二
四
番
二
地
先
か
ら
七
四

番
一
〇
ま
で
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ら
、
援
助
・
研
究
・
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
郎

潟
西
部
干
拓
地
区
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
八
月
六
日

認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
土
地
改
良
区

（一）

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
字
一
ノ
関
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
　
　
剛

〃
　
　
〃
　
　
八
柏
字
八
柏
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
井
　
祐
　
助

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
庄
　
平

〃
　
　
〃
　
　
田
根
森
字
上
田
村
東
八
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
辰
　
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
精
兵
村
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
日
向
　
文
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
四
ツ
屋
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
瀬
　
俊
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
耳
取
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
林
　
謙
　
廣

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
根
田
谷
地
東
百
四
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
横
　
井
　
鉄
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
佐
加
里
南
六
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
　
田
　
　
　
清

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
田
村
街
道
西
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
瀬
　
吉
　
之

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
　
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
川
原
谷
　
寅
　
雄

（二）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
字
一
ノ
関
東
三
十
六
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
順
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
三
十
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
稔

〃
　
　
〃
　
　
八
柏
字
八
柏
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
井
　
祐
　
助

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
庄
　
平

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
上
堰
東
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
松
木
　
俊
　
一

〃
　
　
〃
　
　
田
根
森
字
精
兵
村
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
日
向
　
文
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
四
ツ
屋
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
瀬
　
俊
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
耳
取
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
林
　
謙
　
廣

平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
字
根
田
谷
地
東
百
四
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
横
　
井
　
鉄
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
佐
加
里
南
六
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
　
田
　
　
　
清

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
田
村
街
道
西
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
本
　
藤
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
東
五
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
大
　
友
　
辰
　
雄

（三）

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
字
本
庄
道
北
鯲
堰
添
百
十
一
番
地
二
　
　
　
　
　
永
　
瀬
　
徳
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
田
村
街
道
西
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
嵐
　
　
　
康

（四）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
字
向
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
喜
代
美

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
耳
取
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
田
　
　
　
靖

二
　
秋
田
県
雄
物
川
筋
土
地
改
良
区

（一）

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
杉
並
区
阿
佐
谷
北
一
丁
目
十
一
番
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笹
　
山
　
登
　
生

平
鹿
郡
十
文
字
町
鼎
字
上
野
村
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
国
　
昌
　
康

平
鹿
郡
雄
物
川
町
沼
館
字
沼
館
三
百
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
壽
　
悦

〃
　
　
十
文
字
町
越
前
字
二
ツ
橋
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
　
　
　
　
　
寛

〃
　
　
大
雄
村
字
六
町
三
百
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
　
内
　
秀
　
夫

〃
　
　
平
鹿
郡
下
鍋
倉
字
下
糸
畑
原
二
十
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
和
　
夫

〃
　
　
雄
物
川
町
東
里
字
水
尻
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
茂

〃
　
　
十
文
字
町
谷
地
新
田
字
中
村
百
七
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
清
　
司

〃
　
　
大
雄
村
田
根
森
字
精
兵
村
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
日
向
　
文
　
雄

〃
　
　
平
鹿
町
浅
舞
字
新
平
川
百
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
　
　
孝

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
西
上
沖
田
十
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
　
崎
　
壽
　
一

〃
　
　
〃
　
　
下
吉
田
字
高
口
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
田
　
一
　
美

（二）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
大
森
町
字
大
森
百
八
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
康
二
郎

〃
　
　
十
文
字
町
鼎
字
上
野
村
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
国
　
昌
　
康

〃
　
　
雄
物
川
町
沼
館
字
沼
館
三
百
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
壽
　
悦

〃
　
　
大
雄
村
田
根
森
字
精
兵
村
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
日
向
　
文
　
雄

〃
　
　
雄
物
川
町
東
里
字
水
尻
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
茂

〃
　
　
十
文
字
町
谷
地
新
田
字
中
村
百
七
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
清
　
司

〃
　
　
平
鹿
町
浅
舞
字
新
平
川
百
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
　
　
孝

〃
　
　
〃
　
　
下
吉
田
字
高
口
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
田
　
一
　
美

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
野
中
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
　
　
強

〃
　
　
十
文
字
町
植
田
字
植
田
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
良
　
一

４



平成16年 8月13日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1597号

〃
　
　
大
雄
村
字
東
四
津
屋
二
百
七
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
　
山
　
　
　
豊

〃
　
　
平
鹿
町
浅
舞
字
覚
町
後
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
　
正
　
清
　

（三）

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
石
神
西
百
十
一
番
地
十
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
山
　
米
　
男

横
手
市
猪
岡
字
山
神
下
二
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
　
幸
右
衛
門

湯
沢
市
成
沢
字
堤
端
百
六
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
輝
　
雄

（四）

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
石
神
西
百
十
一
番
地
十
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
山
　
米
　
男

横
手
市
猪
岡
字
山
神
下
二
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
　
幸
右
衛
門

湯
沢
市
成
沢
字
堤
端
百
六
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
輝
　
雄

三
　
十
文
字
町
睦
合
土
地
改
良
区

（一）

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
十
文
字
町
睦
合
字
真
角
百
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
久
四
郎

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
館
前
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
谷
　
洋
　
一

〃
　
　
〃
　
　
町
睦
合
字
本
城
百
四
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
辻
　
完
　
治

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
太
郎
四
郎
四
百
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
柿
　
崎
　
亮
　
三

〃
　
　
〃
　
　
　
谷
地
新
田
字
中
村
百
七
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
清
　
司

〃
　
　
雄
物
川
町
谷
地
新
田
字
沼
田
八
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
　
　
均

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
字
大
元
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
越
　
幹
　
雄

〃
　
　
十
文
字
町
谷
地
新
田
字
荊
島
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
　
藤
　
周
　
悦

（二）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
雄
物
川
町
谷
地
新
田
字
大
元
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
越
　
幹
　
雄

〃
　
　
十
文
字
町
睦
合
字
本
城
百
六
十
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
　
　
繁

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
真
角
百
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
久
四
郎

〃
　
　
雄
物
川
町
谷
地
新
田
字
沼
田
八
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
　
　
均

〃
　
　
十
文
字
町
睦
合
字
宿
百
三
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
谷
　
一
　
義

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
太
郎
四
郎
四
百
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
柿
　
崎
　
亮
　
三

〃
　
　
〃
　
　
　
谷
地
新
田
字
荊
島
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
　
藤
　
周
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
字
中
村
百
七
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
清
　
司

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
十
文
字
町
睦
合
字
川
前
二
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
祐
　
助

〃
　
　
〃
　
　
　
谷
地
新
田
字
根
木
場
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
重
　
一

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
十
文
字
町
谷
地
新
田
字
根
木
場
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
重
　
一

平
鹿
郡
十
文
字
町
睦
合
字
川
前
百
二
十
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
部
　
俊
　
廣

秋
選
管
告
示
第
百
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、

第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

五
十
分
の
一
の
数
　
　
一
九
、
三
二
八

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）

二
二
七
、
七
三
二

秋
選
管
告
示
第
百
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
区
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

選
挙
区
別

秋
田
市
　
　
　
　
八
四
、
八
〇
二

能
代
市
　
　
　
　
一
四
、
七
五
〇

横
手
市
　
　
　
　
一
〇
、
九
五
七

大
館
市
　
　
　
　
一
八
、
一
七
六

本
荘
市
　
　
　
　
一
二
、
一
五
四

男
鹿
市
　
　
　
　
　
八
、
三
九
四

湯
沢
市
　
　
　
　
　
九
、
三
七
四

大
曲
市
　
　
　
　
一
〇
、
六
八
〇

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
一
二
、
六
三
一

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

５
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北
秋
田
郡
　
　
　
一
八
、
〇
〇
九

山
本
郡
　
　
　
　
一
三
、
三
六
一

南
秋
田
郡
　
　
　
一
九
、
九
二
四

河
辺
郡
　
　
　
　
　
五
、
二
一
六

由
利
郡
　
　
　
　
二
〇
、
九
〇
六

仙
北
郡
　
　
　
　
三
一
、
七
六
三

平
鹿
郡
　
　
　
　
一
八
、
四
九
六

雄
勝
郡
　
　
　
　
一
二
、
五
四
二

秋
選
管
告
示
第
百
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
に
異
動

秋
選
管
告
示
第
百
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

６

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

大
忠
懇
話
会

会
計
責
任
者
氏
名

大
　
野
　
洋
　
一

代

表

者

氏

名

柴
　
田
　
祐
　
康

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

仙
北
郡
中
仙
町
長
野
字
二
日
町
四
十
八
番
地
三

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
九
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
秋
田
県
参
議

院
選
挙
区
第
一
支
部

民
主
党
秋
田
県
総
支
部
連

合
会

自
由
民
主
党
横
手
支
部

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
二
百
三
十
三
番
地
四
十
四

淡
　
路
　
定
　
明

萱
　
森
　
真
　
雄

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
七
号

寺
　
田
　
　
　
学

土
　
田
　
祐
　
輝

異

動

事

項

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
七
月
十
五
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
九
日

一
　
政
党
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秋
選
管
告
示
第
百
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
百
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

７

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
七
月
一
日

平
成
十
六
年
七
月
二
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
六
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
九
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
九
日

政
治
団
体
の
名
称

金
巌
後
援
会

阿
部
邦
宏
後
援
会

佐
藤
惣
之
助
後
援
会

佐
藤
智
治
郎
後
援
会

北
浦
大
忠
懇
話
会

中
仙
大
忠
会

解

散

年

月

日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

平
成
十
六
年
七
月
三
日

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
制
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
金
巌
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
７
月
１
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
5
円

前
年
度
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
5
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
5
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
5
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
5
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
5
円

政
治
団
体
の
名
称
　
北
浦
大
忠
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
７
月
2
9
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
8
5
,4
6
3
円

前
年
度
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
5
,4
6
3
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6
0
,0
0
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
9
4
,5
6
8
円

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

政
治
団
体
の
名
称

小
川
健
吉
後
援
会

平
鹿
郡
十
文
字
町
佐
賀
会
字
新
関
三
十
三
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
十
文
字
新
田
字
海
道
下
二
十
四
番

地
一

異

動

事

項

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
六
日

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
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秋
選
管
告
示
第
百
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

８

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6
0
,0
0
0
円

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6
0
,0
0
0
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6
0
,0
0
0
円

［
寄
附
の
内
訳
］

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

自
由
民
主
党
秋
田
県
仙
北
郡
第
二
支
部
　
　
　
5
6
0
,0
0
0
円
　
中
仙
町
　

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6
0
,0
0
0
円

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0
1
,5
6
8
円

備
品
・
消
耗
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0
,2
2
0
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2
1
,3
4
8
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
3
,0
0
0
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
3
,0
0
0
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
9
4
,5
6
8
円

政
治
団
体
の
名
称
　
中
仙
大
忠
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
７
月
2
9
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
2
1
,6
4
9
円

前
年
度
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
1
,6
4
9
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
1
0
,0
0
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
6
4
,7
2
0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
1
0
,0
0
0
円

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
1
0
,0
0
0
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
1
0
,0
0
0
円

［
寄
附
の
内
訳
］

（
ア
）

（
イ
）

（
イ
）

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

自
由
民
主
党
秋
田
県
仙
北
郡
第
二
支
部
　
　
　
8
1
0
,0
0
0
円
　
中
仙
町
　

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
1
0
,0
0
0
円

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
0
4
,7
2
0
円

人
件
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
8
0
,0
0
0
円

備
品
・
消
耗
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
0
,1
2
6
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6
4
,5
9
4
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
0
,0
0
0
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
0
,0
0
0
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
6
4
,7
2
0
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

小
　
川
　
健
　
吉

資
金
管
理
団
体
の
名
称

小
川
健
吉
後
援
会

新

平
鹿
郡
十
文
字
町
十
文
字
新
田
字
海
道

下
二
十
四
番
地
一

公
職
の
種
類

十
文
字
町
長

（
現
職
）

旧

平
鹿
郡
十
文
字
町
佐
賀
会
字
新
関
三
十

三
番
地

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
六
日

内
　
　
　
　

容

異
動
事
項

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

政
治
団
体
の
名
称

阿
部
邦
宏
後
援
会

佐
藤
惣
之
助
後
援
会

佐
藤
智
治
郎
後
援
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
6
年
７
月
２
日

平
成
1
6
年
７
月
2
3
日

平
成
1
6
年
７
月
2
6
日
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九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

９

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

佐

　

藤

　

惣

之

助

名
　
　
　
　
　
　
称

佐
藤
惣
之
助
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
鹿
郡
増
田
町
熊
渕
字
山
根
大
堰
下
八
番
地
五

公
職
の
種
類

増
田
町
議
会
議
員

（
候
補
者
と
な
ろ

う
と
す
る
者
）

代
表
者
氏
名

佐
　
藤
　
惣
之
助

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

取
　
り
　
消
　
し
　
た
　
資
　
金
　
管
　
理
　
団
　
体

秋
選
管
告
示
第
百
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
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